
 

 

協議第４４号  

 

広域化初期費用の負担に関する基本協定書（案）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 No.３ 



 



広域化初期費用の負担に関する基本協定書 
 
 柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町及び千早赤阪

村（以下「関係市町村」という。）並びに柏原羽曳野藤井寺消防組合（以下「消防組合」

という。）との間における、消防広域化を実施する際に必要となる初期費用（以下「広

域化初期費用」という。）の負担に関し、次のとおり協定を締結する。 
 
 （目的）  
第１条 この協定は、関係市町村及び消防組合（以下「協定市等」という。）が、広域

化初期費用の負担について必要な事項を定め、消防広域化を円滑に実施することを目

的とする。 
 
 （費用の内容） 
第２条 広域化初期費用は、令和４年度及び令和５年度の消防広域化を実施する際に必

要となる業務等（以下「業務等」という。）に係る費用で、別表第１に掲げるものと

する。 
 
 （効力の発生） 
第３条 前条に規定する広域化初期費用については、令和５年度一般会計予算の当該費

用に係る予算の議決を、すべての協定市等がそれぞれの議会において議決を経たとき

に、その効力が生じるものとする。 
 
 （実施主体） 
第４条 第２条に規定する業務等については、協定市等において協議により決定した協

定市等が行う。 
 
 （費用の負担） 
第５条 第２条に規定する広域化初期費用は、別表第２のとおり関係市町村が負担する。 
 
 （費用の支払） 
第６条 消防組合は、自ら対象業務等を実施したか否かに関わらず、広域化初期費用に

ついて前条の規定に基づき、書面により関係市町村に請求するものとする。 

案 



２ 関係市町村は、前項に規定する請求を受理した後、３０日以内に消防組合へ支払う

ものとする。 

 

３ 第４条の規定に基づき、関係市町村が業務等を行った場合は、関係市町村は当該業

務等に要した費用の額を消防組合へ請求し、消防組合は当該市町村へ支払うものとす

る。 

 
（協定期間） 

第７条 この協定の期間は、この協定締結日から令和６年５月３１日までとする。 
 
 （離脱の制限） 
第８条 協定市等は、他のすべての協定市等の承諾がなければ、この協定から離脱する

ことができないものとする。 
 
（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた場合は、その都

度協定市等が協議の上、決定するものとする。 
 
この協定の締結を証するため、本書９通を作成し、関係市町村の長及び消防組合管理

者が記名押印のうえ、それぞれ各１通を保管するものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



令和  年  月  日 
 
協 定 者 

柏 原 市    
市 長  冨 宅  正 浩 

 
 
羽 曳 野 市 
  市 長  山 入 端  創 
 
 
藤 井 寺 市 
  市 長  岡 田  一 樹 
 
 
富 田 林 市 
  市 長  □ 村  善 美 
 
 
河内長野市 
  市 長  島 田  智 明 
 
 
太 子 町  
  町 長  田 中  祐 二 
 
 
河 南 町 
  町 長  森 田  昌 吾 
 
 
千早赤阪村 
  村 長  南  本   斎 
 
 
柏 原 羽 曳 野 藤 井 寺 消 防 組 合 

管理者 冨 宅 正 浩  



別表第１（第２条関係）広域化初期費用 

 区 分 内 容 

1 議員報酬 
令和 6 年 1 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの議

員報酬 

2 管理者・副管理者報酬 
令和 6 年 1 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの管

理者・副管理者報酬 

3 新規統一貸与品購入費用 
名称変更により新たに必要な貸与品の購入費用 
(襟章、公務之証手帳、名札、ワッペン及びアポロ

キャップ) 

4 被服名称変更費用 
被服のバックプリント組織名称を変更する費用(活
動服、救助服及び救急服) 

5 庁舎等名称変更費用 庁舎の名称及び案内板等の名称を変更する費用 

6 車両名称変更費用 車両の名称を変更する費用 

7 LGWAN 接続費用 
消防法令における申請・届出等のオンライン化に伴

う新規接続費用 

8 
大阪府防災行政無線移設

費用 
指令センター移設に伴う大阪府防災行政無線の移

設費用 

9 
高所カメラ大阪府接続連

携調整費用 
高所カメラ更新に伴う連携システム調整費用 

10 無線機周波数変更等費用 
400MHz 帯無線機の周波数変更申請費用及び

150MHz 帯無線機の名義変更費用 

11 
太子分署非常用回路切替

費用 
太子町役場の非常用発電機に接続している回路を

新発電機に切り替える費用 

12 登記分筆等費用 

土地の譲渡に伴う境界線の把握及び分筆が必要と

なる拠点の登記費用 
(太子分署、河南分署及び千早赤阪分署の分筆登記

並びに北出張所(河内長野市）の地積更正登記) 

13 電話交換機更新改修費用 
3 消防本部(消防組合、富田林消防本部及び河内長野

市消防本部)の拠点を接続する費用 



14 情報化システム更新費用 
追加購入が必要となるパソコン等の更新費用(パソ

コン・プリンタ・ネットワークハードディスク等) 

15 システム改修導入費用 

事務系システムの改修導入費用(人事給与システ

ム、財務会計システム(電子決裁システム含む。)、
文書管理システム(電子決裁システム含む。）及び例

規システム) 

16 消防旗作成費用 消防旗の作成費用 

17 公印作成費用 公印の作成費用 

18 その他費用 上記以外の広域化を実施する際に必要となる費用 

 
別表第２（第５条関係）費用負担 

市町村 費用負担 

柏原市 
 
羽曳野市 
 
藤井寺市 

令和４年度における基準財政需要額（地方交付税法（昭和２５年

法律第２１１号）第２条第３号に規定するものをいう。以下同じ。）

の消防費の関係市町村合計額に対する割合に応じて市ごとに負担

する。 

富田林市 
 
河内長野市 
 
太子町 
 
河南町 
 
千早赤阪村 

(1) 令和４年度における基準財政需要額の消防費の関係市町村合

計額に対する左記５市町村の合計額の割合に応じた金額を算出す

る。 
 
(2) (1)で算出した金額を消防広域化検討会の試算に用いた平成２

７年度から令和２年度までの消防費決算額（消防団費その他特殊

事業経費を除いた一般財源分に限る。）の平均額に応じて按分して

市町村ごとに負担する。 

 
 
 
 
 
 



 



主体 歳入 歳出科目 単価 税抜 税込(端数調整) 合計(端数調整) 業者決定 R5年度分 R6年度分 R7年度分 R8年度分 R9年度分 R10年度分 R11年度分 備考
1 10,000 6 名 - 180,000 180,000 - 180,000 R6.1.1～R6.3.31分（議員数増加分）

管理者 - - 名 - -
副管理者 13,000 5 名 - 195,000
徽章 1,200 1,000 個 1,200,000 1,320,000 最少ロット:1,000単位
ワッペン 2,350 575 枚 1,351,250 1,487,000 R6.4職員数分
アポロキャップ 3,300 575 個 1,897,500 2,088,000 R6.4職員数分
名札 660 575 枚 379,500 418,000 R6.4職員数分
公務之証 3,300 1,000 冊 3,300,000 3,630,000 最少ロット:1,000単位
柏羽藤 8市町村からの広域化関連負担金
富田林 柏羽藤からの負担金
河内長野 柏羽藤からの負担金
柏羽藤 10,700 282 名分 3,117,400 3,430,000
富田林 32,000 165 名分 5,280,000 5,808,000
河内長野 38,800 128 名分 4,966,400 5,464,000
柏羽藤 1種 3,600 282 名分 1,015,200
柏羽藤 2種 2,400 282 名分 676,800
柏羽藤 救助隊 4,800 33 名分 158,400
富田林 1種 3,000 165 名分 495,000
富田林 2種*2 2,800 330 名分 924,000
河内長野 1種 480 128 名分 61,440
河内長野 2種 1,320 128 名分 168,960
柏羽藤 8市町村からの広域化関連負担金 1,031,000 1 式 1,031,000 1,135,000
富田林 柏羽藤からの負担金 3,170,000 1 式 3,170,000 3,487,000
河内長野 柏羽藤からの負担金 2,214,000 1 式 2,214,000 2,436,000
柏羽藤 8市町村からの広域化関連負担金 6,443,000 1 式 6,443,000 7,088,000
富田林 柏羽藤からの負担金 5,640,000 1 式 5,640,000 6,204,000
河内長野 柏羽藤からの負担金 5,075,000 1 式 5,075,000 5,583,000
NTTサーバ設定費用 355,200 1 式 - 391,000
NTTネットワーク利用料等 270,000 1 式 - 297,000
SBルータ設定費用 326,500 1 式 - 360,000
SBルータ保守費用 15,860 1 式 - 18,000

8 柏羽藤 8市町村からの広域化関連負担金 委託料 3,960,000 1 式 3,960,000 4,356,000 4,356,000 特命随契 4,356,000
9 柏羽藤 8市町村からの広域化関連負担金 委託料 2,000,000 1 式 2,000,000 2,200,000 2,200,000 特命随契 2,200,000

柏羽藤 8市町村からの広域化関連負担金 679,000 1 式 679,000 747,000
富田林 柏羽藤からの負担金 630,000 1 式 630,000 693,000
河内長野 柏羽藤からの負担金 790,000 1 式 790,000 869,000
アナログ無線機17台 8市町村からの広域化関連負担金 135,000 1 式 135,000 149,000

11 柏羽藤 8市町村からの広域化関連負担金 委託料 3,820,000 1 式 3,820,000 4,202,000 4,202,000 特命随契 4,202,000
太子分署 太子町 1,763,000 1 式 1,763,000 1,940,000
河南分署 河南町 610,000 1 式 610,000 671,000 R5.4追加
千早赤阪分署 千早赤阪 1,320,000 1 式 1,320,000 1,452,000
河内長野北出張所 河内長野 1,934,000 1 式 1,934,000 2,128,000

13 柏羽藤 8市町村からの広域化関連負担金 42,411,950 49,621,982 54,585,000 54,585,000 リース入札 債務負担 8,187,750 10,917,000 10,917,000 10,917,000 10,917,000 2,729,250 長期継続:R6.7-R11.6
14 柏羽藤 8市町村からの広域化関連負担金 50,688,000 1 式 - 50,688,000 50,688,000 リース入札 債務負担 10,137,600 10,137,600 10,137,600 10,137,600 10,137,600 長期継続:R6.4-R11.3

人事給与システム 26,000,000 30,420,000 33,462,000
財務会計システム 15,234,000 17,823,780 19,607,000
文書管理システム 32,266,400 37,751,688 41,527,000
電子決裁システム 15,000,000 17,550,000 19,305,000
例規システム 委託料 12,771,000 1 式 - 12,771,000 12,771,000 特命随契 1,277,100 2,554,200 2,554,200 2,554,200 2,554,200 1,277,100 長期継続:R5.10-R10.9
消防章旗 35,000 3 枚 105,000 116,000
消防本部旗 980,000 1 本 980,000 1,078,000
消防署旗 505,000 3 本 1,515,000 1,667,000

17 柏羽藤 8市町村からの広域化関連負担金 備品購入費 294,930 1 式 294,930 325,000 325,000 随意契約 325,000 計29本、丸印16本(1本:4,000円)
消火栓表示板 2,000 1,000 枚 2,000,000 2,200,000 入札 鉄製:1,000枚
危険物プレート 703,200 1 式 703,200 774,000 真鍮製：2,500枚
消火栓番号シール 21 10,000 枚 210,000 231,000 シール:10,000枚
送風機 備品購入費 100,200 3 台 - 301,000 送風機:3台
発信地表示システム利用料 柏羽藤 8市町村からの広域化関連負担金 使用料及び賃借料 268,560 1 式 268,560 296,000 296,000 特命随契 296,000 R6.2に切換え予定：2か月分計上
電話権譲渡手続き費用 柏羽藤 8市町村からの広域化関連負担金 通信運搬費 880 50 台 44,000 49,000 49,000 特命随契 49,000 電話加入権：名義変更1件880円

計 303,946,000 68,465,600 48,472,250 46,389,000 46,389,000 46,389,000 45,111,900 2,729,250

1 13,217,000 1 式 - 13,217,000 13,217,000 入札 13,217,000
総合計画 8,360,000 1 式 -
公共施設管理計画 7,480,000 1 式 -

計 29,057,000 29,057,000

(R5補正)
項目 個数

議員報酬

2 管理者・副管理者
報酬 195,000

◆広域化初期費用査定結果【R5.8.7版】

- 195,000 R6.1.1～R6.3.31分（副管理者増加分）

3 新規統一貸与品
購入費用

柏羽藤 8市町村からの広域化関連負担金 需用費
消耗品費 8,943,000

各本部 需用費
消耗品費 3,500 2,400

入札 8,943,000

防火服名称変更費用
（５年想定） 14,702,000

4,427,500 4,812,500
毎日勤務者:3着、隔日勤務者:4着
救急・救助担当者は1着追加
R6.4想定人員で試算

着分 8,400,000 9,240,000 9,240,000 特命随契4 被服名称変更費用
（３年想定）

ヘルメット名称変更費用
1,561,000

254,000

2,036,000

3,851,000

6 車両名称変更費用 各本部 委託料 18,875,000 入札 18,875,000

7,058,000 入札 7,058,000
柏羽藤:3ヶ所
富田林:8ヶ所
河内長野:5ヶ所

5 庁舎等名称費用 各本部 委託料

柏羽藤:36台
富田林:30台
河内長野:24台

7 LGWAN接続費用 柏羽藤 8市町村からの広域化関連負担金 特命随契 1,066,000

大阪府防災行政無線移設費用
高所カメラ大阪府接続連携改修費用

10 無線機周波数変更等費用 各本部 役務費
手数料

役務費
通信運搬費 1,066,000

22,780,200 長期継続:R6.4-R11.3

太子分署非常用回路切替費用

登記分筆等費用 柏羽藤からの負担金 役務費
手数料 6,191,000 随意契約

2,458,000 特命随契 2,458,000

15 システム改修導入費用
（長期継続5年)

柏羽藤 8市町村からの広域化関連負担金
使用料及び
賃借料

6,191,000

22,780,200 22,780,200 22,780,2001.95% 113,901,000 リース入札 債務負担 22,780,200

電話交換器更新費用（長期継続5年) 使用料及び
賃借料

1.95%
情報化システム更新費用（長期継続5年)

12

公印作成費用

18 その他費用
柏羽藤 8市町村からの広域化関連負担金

消耗品費
3,506,000 3,506,000

2,861,000 特命随契 2,861,000
章旗:各署　計3枚
本部旗:1本
署旗:各署　計3本

16 消防旗作成費用 柏羽藤 8市町村からの広域化関連負担金 備品購入費

随意契約

駐輪場増設

2 計画等の作成 15,840,000 15,840,000 入札 15,840,000

R6.4想定人員 柏羽藤282,富田林165,河内長野128, 計575


